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室蘭市が港湾協力団体を指定 

 

 
 

 

 

みなとオアシス室蘭運営協議会は、白鳥大橋記念館やマリーナなどを有する祝津絵鞆地区と、市街地

に隣接し旅客船バースや親水緑地を有する入江地区等において、各種イベントの開催や協力を通じて地

域の賑わい創出に積極的に係わっている団体です。（別添参照） 

港湾協力団体は、港湾において近年高まりつつある民間団体等による活動を加速・支援したり、多様

化する港湾管理への港湾管理者の負担を軽減するため、昨年７月１日の港湾法の改正により位置付けら

れました。 

記 

 

 １ 日   時  平成２９年８月１０日（木）９：３０～ 

 

 ２ 場   所  室蘭市役所本庁舎２階 市長応接室（秘書課内）（室蘭市幸町１番２号） 

 

 ３ 指定団体名  みなとオアシス室蘭運営協議会  

 

４ そ の 他  取材を希望される場合は、問合せ先に記載の室蘭市担当者宛てにご連絡ください。 

 

※「みなとオアシス室蘭」の詳細は、以下のホームページに掲載しています。 

＜北海道開発局ホームページ＞ http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kk/kou_kei/ud49g7000000ufl9.html 

＜室蘭市ホームページ＞ http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8120/minato_oasis.html 

 

 

 

（ 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 

築港課 課長       井本 丈博 電話 0143-22-9171（内線 361） 

築港課 上席築港専門官  岩田 真  電話 0143-22-9171（内線 368） 

室蘭開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

室蘭市 港湾部 

港湾政策課 課長     田村 仁  電話 0143-22-3191  

平成２９年 ８月 ８日 

室蘭開発建設部 広報官 

 

室蘭港の港湾管理者である室蘭市は、昨年７月に施行された港湾法第４１条の２第１項に基づ

き、「みなとオアシス室蘭」の運営者である「みなとオアシス室蘭運営協議会」を港湾協力団体 

として８月１０日に指定しますので、お知らせします。 

 また、同協議会への指定証の手交式を下記のとおり行いますので、あわせてお知らせします。 

室蘭市 



別 添
みなとオアシス室蘭運営協議会

＜これまでの活動状況＞

みなとオアシスSea級グルメ全国大会への出店
（岩手県宮古市）

＜みなとオアシス室蘭運営協議会とは＞

室蘭市が設置する 「みなとオアシス室蘭」の
区域及び施設を一体的に利用することを通じ
て地域の賑わいを創出する住民参加型の取
組を推進し、港湾都市「室蘭」の活性化に寄与
することを目的として活動している団体で、平
成２４年に発足しました。

＜平成２９年度みなとオアシス室蘭活動予定＞

○みなとオアシス室蘭イベントマップの発行

○港湾施設見学会の開催

○むろらん港鉄人舟漕ぎ大会の共催

○クルーズ船寄港時の歓迎等

○港の賑わいの認知度を高めるための活動
港湾施設見学会

みなとオアシス室蘭区域図

代表施設への案内看板の設置

むろらん港鉄人舟漕ぎ大会


